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日 時：平成１６年６月１５日（火） 午後１時３０分～
場 所：粉河ふるさとセンター ２階 視聴覚室

那賀５町合併協議会



会 議 次 第

１ 開 会

２ 委員長挨拶

３ 会議録署名委員の指名

４ 報告事項

第１回・第２回事務所の位置等検討小委員会主な意見について

５ 協議事項

新市の事務所の位置の選定に関することについて

６ その他

７ 次回開催日程等について

日時：平成１６年７月２０日（火）午後１時３０分から

場所：粉河ふるさとセンター ２階 視聴覚室

８ 閉 会
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第１回・第２回事務所の位置等検討小委員会 主な意見□

第１回意見等（平成１６年４月９日）

・新市の事務所の位置については、５町の役場の一カ所に決める必要がある。

・新庁舎建設については、特例債を活用できる１０年以内に考えたらよい。

・新庁舎建設場所へのアクセス等を先に考え、後で新庁舎を建設する。

・当面５町の役場から本庁を決め、残りの４町は支所として住民のサービスの低下にならないような

機能を果たしていく。

・将来、十万都市を構想するようなまちづくりを考える必要がある。そうすれば、新庁舎は絶対必要

である。

・将来性を見て、公平な判断にたち検討する必要がある。

・当面どうしていくか、長期的な視野も考える必要があるので、大局的な立場で考えをまとめること

が大事。

・どの方式を採用するかによって事務所の位置が決まってくると考える。

・本庁方式をとるのであれば、施設、位置、人口構成等の要件により決まってくるのではないか。

・地理的、住民の利便性を考えて、５町の全体が見えた中で決めるといった考え方から、諸条件と照

らし合わせて幅広く意見を集約する必要がある。

・庁舎方式については、時間をかけて具体的に検討する。

・新庁舎建設の場所が決まれば、都市計画事業等で利便性をつくっていく。今便利だからそこに建て

るということでもない。

・本庁の位置について、５町の役場庁舎を使用しなくてもＪＡみたいに仮設庁舎での対応も考えられ

る。

・庁舎方式について、当分の間、今の機能を現在のまま残した方がよいのでは。

・庁舎方式名に関係なく、機能を重視して検討する。

第２回意見等（平成１６年５月１７日）

・将来、十万都市を目指す意気込みで、まちづくりを行うためには、合併特例債を利用しての新庁舎

の建設が大きな課題である。

・新庁舎建設となると、庁舎方式については、今から本庁方式の集中型にし、体制を整えていく方が

よい。

・新庁舎建設の場所については、駐車場の問題、将来計画による人口増等を想定して場所の選定が必

要である。

・大きな将来展望を考えた中で建設時期も含めて庁舎方式を検討する必要がある。

・合併の効果である効率性を考えれば、本庁方式がよいが、それと同時に住民の利便性とサービスと

の折り合いをどこでつけるかが庁舎方式の判断になってくる。

・当面は、本庁方式の分散型が適当ではないか。

・住民サービスの低下にならないような合併が必要であり、新庁舎建設に向けての準備期間として、

今の行政をあまり変えなくて取り組んでいける方法がよいのでは。

・庁舎方式、事務所の位置、新庁舎建設の問題等複雑に関係があるため、時間をかけて議論が必要で

ある。










